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A-c 内部統制システム構築に関する基本方針(1)

１．取締役及び使用人の職務の執行が
法令及び定款に適合することを
確保するための体制

❶取締役及び使用人の職務の執行に当たっては、

法令及び定款を遵守することをHORIBAコー

ポレートフィロソフィ、倫理綱領等に明記して、

法令・定款遵守の企業風土を醸成し、法令・

定款違反行為の未然防止に努めるものとする。

取締役及び使用人が他の取締役または使

用人の法令・定款違反行為を発見した場合は、

コンプライアンス管理規程に基づいて通報す

るものとし、コンプライアンス統轄責任者は

通報内容を確認して、必要に応じて社内関係

機関に報告するなどガバナンス体制を維持・

強化するものとする。

❷コンプライアンス体制の基礎として、倫理綱

領及びコンプライアンス管理規程を定めてお

り、今後とも、取締役及び使用人全員へのこ

れらの浸透を図り、内部統制システムの構築・

整備・維持・向上の推進を図るものとする。

また、必要に応じて取締役及び使用人に対し

て、教育を実施するものとする。

❸内部監査に当たる監査担当部署は、法令・定

款違反の発見・防止と業務プロセスの改善指

示等に努めるものとし、執行部門から独立し

た組織にするものとする。

❹法令・定款違反その他のコンプライアンスに

関する事実についての前記❶記載の社内通報

体制に加えて、コンプライアンス管理規程に

基づき社外弁護士等を直接の情報受領者と

する通報制度をすでに設けており、今後とも

その適切な運用を行うものとする。

❺監査役は、当社の法令・定款遵守体制及び

コンプライアンスに関する体制の運用に問

題があると認める時は、意見を述べるとと

もに、改善策の策定を求めることが出来る

ものとする。

❻取締役会、監査役による監督・監視体制充実

のため、業務の適正化に必要な知識と経験

を有した社外取締役と社外監査役をすでに選

任しているが、今後とも引続き適任者を選ぶ

ものとする。

２．取締役の職務の執行に係る
情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、

取締役の指揮・監督の下で業務執行を行う使用

人の職務執行に係る情報も含めて、文書管理規

程、文書保存基準等文書に関する定めに基づき

適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管

理するものとする。

３．損失の危険の管理に関する
規程その他の体制

　損失の危険の管理に関する体制の基礎として、

リスク管理に関する規程を定め、リスク管理の

体制を構築し、運用するものとする。

また、必要に応じて取締役及び使用人に対し

てリスク管理に関する教育・訓練を実施するも

のとする。
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